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＜コラム＞

農業は多面的機能を有する

農業は、食料を供給する役割だけでなく、その生産活動を通じた国土の保全、水源のかん

養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等様々な役割を有しており、これらの

役割による効果は、地域住民をはじめ国民全体が享受し得るものである。

農業は、農山漁村地域のなかで林業や水産業と相互に密接なかかわりを有しており、特に、

農林水産業の重要な基盤である農地、森林、海域は、相互に密接にかかわりながら、水や大

気、物質の循環に貢献しつつ、様々な多面的機能を発揮している。

農業、森林、水産業の多面的機能

資料：日本学術会議答申を踏まえ農林水産省で作成

農業の多面的機能の貨幣評価
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（２）中山間地域等直接支払交付金

全交付対象農用地面積は７万１千ha、うち75％が将来に向けた集落営農活動に取り組む

中山間地域等直接支払制度は、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸

念されている中山間地域等において、農業生産の維持を図りつつ、多面的機能を確保す

るという観点から、平成12年度に創設された。

特に17年度からは新対策として、自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備（機

械・農作業の共同化、認定農業者の育成、営農組織の育成、多面的機能の持続的発揮に

向けた非農家・他集落等との連携、集落営農化に向けた活動等）に向けた取組を重点的

に推進している。

19年度においては、当局管内231市町村のうち182市町村の4,709集落協定等に中山間地

域等直接支払交付金が交付され、その交付総額は89億5,881万円、交付対象農用地面積は

７万1,635haとなっている（表Ⅲ－２、表Ⅲ－３ 。 また、全交付対象農用地面積の約75）

％に当たる５万3,526haで体制整備に向けた取組を行っている（表Ⅲ－３ 。）

表Ⅲ－２

平成19年度中山間地域等直接支払交付金交付対象地域の状況

資料：平成19年度中山間地域等直接支払制度の実施状況（東北農政局調べ）

表Ⅲ－３

平成19年度中山間地域等直接支払交付金の実施状況（集落協定＋個別協定）

資料：平成19年度中山間地域等直接支払制度の実施状況（東北農政局調べ）

注： 体制整備とは、適正な農業生産活動等に加え、機械・農作業の共同化等の体制整備に取り組む

場合をいう。

区分 管内市町村数
対象農用地を
有する市町村数

基本方針策定
市町村数

交付金交付
市町村数

青森県 40 32 31 31

岩手県 35 34 34 34

宮城県 36 16 14 14

秋田県 25 24 22 22

山形県 35 34 34 34

福島県 60 55 47 47

東北 231 195 182 182

全国 1,793 1,128 1,054 1,038

うち体制整備 割合(%） うち体制整備 割合(%） うち体制整備 割合(%）

青森県 624 250 40.1 11,328 7,096 62.7 949,385 642,326 67.7

岩手県 1,232 921 74.8 22,184 19,708 88.9 3,391,203 3,090,422 91.2

宮城県 253 87 34.4 2,185 1,054 48.3 287,967 149,203 51.9

秋田県 605 321 53.1 11,286 8,578 76.1 1,158,942 916,686 79.1

山形県 547 319 58.4 8,334 6,459 77.6 1,216,957 986,710 81.1

福島県 1,448 686 47.4 16,317 10,632 65.2 1,954,364 1,357,517 69.5

東北 4,709 2,584 54.9 71,635 53,526 74.8 8,958,818 7,142,864 79.8

全国 28,708 13,570 47.3 664,540 527,729 79.5 51,698,153 38,404,974 74.3

区分
交付面積（ha） 交付金額（円）協定数
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３ 農村の生活環境の整備
（１）農道の整備

生産性や農村の住環境の向上を図るため農道の整備を推進

農道整備事業は、高生産性農業の確立や農産物流通の合理化を図るほか、近年では、

農村社会の活性化・住環境の整備に果たす役割も大きく、広域的、基幹的な農道から末

端農道に至る総合的・体系的な整備を進めている。

、 （ ）本事業は 昭和40年に農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 農免農道整備事業

が創設されて以来、東北における農道整備事業及び農免農道整備事業による整備済総延

長は平成19年度までに5,532㎞（18年度までは5,519㎞）に達している（表Ⅲ－４ 。）

また、19年度の実施地区数はそれぞれ96地区（農道整備事業、農免農道整備事業及び1

7年度から実施されている道整備交付金による実施地区の計）となっている。

表Ⅲ－４

農道整備事業実施済延長

（単位：km）

資料：東北農政局農地整備課調べ。

注：四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

災害に強い農業・農村づくり

農地防災事業は、農地、農業用施設にかかわる自然災害の未然防止や自然的、社会的

状況の変化等に起因して低下した農地、農業用施設の機能を回復することによって、農

業生産の維持、農業経営の安定を図ることを目的として実施されており、地域住民の生

命、財産や公共施設を災害から守るなど地域の防災にも大きな役割を果たしている。

事業の種類としては、農地防災、農地保全、農村環境保全に大別され、農地・農業用

施設の受ける災害の形態に応じて必要な対策が選択できるよう各種事業制度が設けられ

ている。

東北管内では、19年度に国営総合農地防災事業１地区が完了し、補助事業として187地

区（18年度は220地区）を実施している。

事業名 18年度まで 19年度（地区数） 19年度まで

  広域農道   1,418 27 1,424

  一般農道   1,475 34 1,480

  農免農道   2,626 35 2,628

合　計 5,519 96 5,532
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（２）農業集落排水の整備

農村地域の生活排水処理施設の整備を推進

農業集落排水事業は、農業用用排水の水質保全、農村の生活環境の改善を図るととも

、 、 、 、に 公共用水域の水質保全に資するため 農業集落におけるし尿 生活雑排水等の汚水

汚泥又は雨水を処理する施設を整備している。

農林水産省では、土地改良長期計画（平成15年10月閣議決定）で設定された整備目標

（19年度末の農業集落排水処理人口普及率52％）を基本に農業集落排水事業の推進を図

っている。

、東北管内における19年３月末現在の農業集落排水処理人口普及率は58％となっており

、 。全国の普及率55％を上回るとともに 土地改良長期計画の整備目標を既に上回っている

しかし、都市部を含めた汚水処理施設全体の人口普及率は全国で82％、 東北管内でも

73％と農業集落排水処理人口普及率を大きく上回っており、都市と農村の汚水処理施設

の普及率の較差は依然解消されていないことから、遅れている農村地域の生活環境の改

善を促進するためにも、農業集落排水事業の一層の推進が求められている。

また、農業集落排水事業の近年の特徴として、老朽化対策や高度処理機能、施設監視

機能の追加などの既存施設の改善や機能強化対策への取組が増加している。

今後、未整備地域の整備促進を図るとともに、既存施設の改築、更新についても積極

的に推進する必要がある（図Ⅲ－５ 。）

図Ⅲ－５

農業集落排水施設の整備状況及び汚水処理施設の人口普及状況

注：1) 汚水処理の人口普及率（％）＝（汚水処理施設の処理人口／ 総人口）×100

2) 農業集落排水処理人口普及率(％)＝（農業集落排水事業による処理人口／農業集落排水事業の整備対象人

口）×100

農業集落排水施設の整備状況
(平成19年3月末時点)
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（３）地域用水機能に配慮した農業用水路の整備

景観・生態系の保全等の多面的な機能の発揮に配慮した用水路の整備を推進

農業用水は、農業生産以外に、生活用水、防火用水、消流雪用水、水質浄化用水、親

水・景観保全、生態系保全など地域用水機能を有している。

このような地域用水機能は、国民の価値観の変化や農村地域における混住化等の進展

のなかで、地域住民への憩いと安らぎの空間の提供等、その機能の一層の発揮が求めら

れてきている。

このため、地域用水を核とした農業水利

の多面的機能を発揮させるための総合支援

対策として地域用水環境整備事業を実施し

ている。

本事業では、農村地域に広範に存在する

水路、ダム、ため池等の農業水利施設の保

全管理又は整備と一体的に、地域用水の有

する多面的な機能の維持増進に資する魚巣

ブロック等の生態系保全施設、親水護岸等

の親水施設、四阿などの利用保全施設等の
あずまや

整備を行っており、平成18年度は22地区、19年度は17地区で事業を実施している。

なお、農業水利施設の維持管理は、従来どおり土地改良区・水利組合等が管理し、農

業水利施設と一体的に整備された利用保全施設等については地域住民で組織された維持

管理組合で管理し、市町村が管理費を負担する仕組みが定着しつつある。

宮城県 軽辺地区
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４ 都市と農村の共生・対流
（１）共生・対流の動向

都市と農山漁村が行き交うライフスタイルの拡大を支援する取組の推進

都市住民に対して、農山漁村で活動する機会や食と農への認識を深める契機を広く提

供するとともに、これを通じた農山漁村の振興を図るため、都市と農村の交流活動を促

進することが重要である。そのためには、受入側の農山漁村におけるソフト・ハード両

面での充実や、都市住民に対する都市と農山漁村の共生・対流に関する普及・啓発活動

が不可欠となる。

東北管内では、地域資源を活かしつつ都市と農山漁村との交流促進を図るため、 平成

16年10月に設置された「東北地域都市と農山漁村の共生・対流連絡協議会」での関係機

関との連携、農政局メールマガジンやホームページでの情報発信等により、地域推進体

制の整備、魅力ある農村空間の整備等を総合的に支援している。

また、19年12月に「グリーン・ツーリズムで元気に 」をテーマに、農山漁村の活性!!

化に向けた、宮城県知事とみやぎグリーン・ツーリズム推進協議会長と農政局長による

鼎談、20年２月にも、青森県知事とあおもりカムカム農山漁村ネットワーク会長と農政

局長による鼎談を行っている。

20年度から、総務省、文部科学省、農林水産省の３省が一体となって連携した取組と

して、小学校における農山漁村での長期宿泊体験活動を推進する「子ども農山漁村交流

プロジェクト～120万人・自然の中での体験活動の推進～」が始まることから、25年度の

本格実施に向けて、今後、受入れを希望する農山漁村地域への支援や情報の共有化等及

び関係機関による連絡組織体の構築等により、東北管内での定着を図るための取組を行

う必要がある。

（２）グリーン・ツーリズムの推進

28市町村で整備計画を策定し、グリーン・ツーリズムを推進

都市農村交流を担う人材の育成確保、情報発信力の充実強化、農村地域の魅力向上の

ための地域ぐるみの自発的な取組を支援することにより、グリーン・ツーリズムを推進

している。

平成18年度末までに、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律

に基づく、市町村における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備等に関する計

画を管内28市町村が策定し、管内の都市農村交流を目的とする公設宿泊施設における宿

泊者数は136万人（農政局農村振興課調べ：18年度）となっている。今後も、一層都市住

、 。民に対する情報提供を図るとともに 農村側の受入体制整備の推進に努める必要がある



*1 法律に基づいた市民農園とは、市民農園整備促進法に基づくもの及び特定農地貸付法に基づくものをいう。
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（３）市民農園

市民農園は年々増加傾向

市民農園とは、サラリーマン等農業者以外の人々が、小区画の農地を利用して野菜や

花等の栽培を行う場で、レクリェーション、自家消費用の野菜・花の栽培、高齢者の生

きがいづくり、児童の教育などの多様な目的で活用されている。

都市化とともに年々増大する市民農園に対するニーズに対応して 「特定農地貸付けに、

関する農地法等の特例に関する法律」により農地法の権利移動の許可の適用を除外する

、 。 、「 」措置が講じられ 一般市民に農地の貸付けが可能となった また 市民農園整備促進法

により、地方自治体が休憩施設等の施設の整った良質な市民農園の整備を促進する体制

が整えられた。

特に近年、都市住民等の自然志向や農業への関心の高まりなどから、全国的に農園利

用希望は増加の傾向にあり、それに応じて市民農園数も年々増加の傾向にある。

東北管内における法律に基づいた市民農園 は、平成19年３月末現在で計108か所が開*1

設されており、昨年と比べて11か所の増加となっている。県別には宮城県（23か所 、青）

森県（21か所）及び岩手県（20か所）が多く、開設主体としては農業協同組合よりも地

方公共団体による開設が多くなっている（図Ⅲ－６、表Ⅲ－５、表Ⅲ－６ 。）

図Ⅲ－６

法律に基づく市民農園の推移（平成19年３月末現在・東北）

資料：東北農政局農村振興課調べ。

表Ⅲ－５

市民農園整備促進法に基づく市民農園の開設状況（平成19年３月末現在・東北）

資料：東北農政局農村振興課調べ。
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市民農園整備促進法

特定農地貸付法

　
農園数 区画数 面積(ha) 農園数 区画数 面積(ha) 農園数 区画数 面積(ha) 農園数 区画数 面積(ha)

青森県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩手県 1 40 0.5 0 0 0 0 0 0 1 40 0.5
宮城県 10 717 15.6 0 0 0 0 0 0 10 717 15.6
秋田県 1 30 0.2 0 0 0 0 0 0 1 30 0.2
山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島県 0 0 0 1 50 0.3 0 0 0 1 50 0.3
東北計 12 787 16.3 1 50 0.3 0 0 0 13 837 16.6

合　　　　　　計地方公共団体 農業協同組合 農地所有者ほか
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表Ⅲ－６

特定農地貸付法に基づく市民農園の開設状況（平成19年３月末現在・東北）

資料：東北農政局農村振興課調べ

事例

スーパー農園を活用し、地域活性化を推進［秋田県・秋田市］

秋田市は、都市住民と農山村との交流を通じて、農山村地域

の活性化や市民の健康的な余暇利用等の促進を図るため 「秋、

」（ ）田市雄和奥椿岱地区第二市民農園 愛称：椿台スーパー農園

を平成19年５月にオープンした。

秋田市には、20㎡程度の規模で無料の市民農園が市内７か所

あるが、今後のグリーン・ツーリズム事業推進を図るため、や

すらぎ空間整備事業を活用し、トイレや水道施設、器具庫、休

憩棟等を完備した市民農園を18年度に新たに整備したものである。

広さは2.4ha（50㎡×137区画で、農園のＰＲを兼ね、広く一般から愛称を募集した。農園

、 。利用申し込みも多数あり 区画抽選を実施し利用者のほとんどが秋田市内の家族に決定した

利用者の中には、自分たちで作った安全な野菜を食べたいという家族や、退職後の生きがい

に借りたという夫婦等もおり、ほぼ全区画が契約されている。

同農園は、秋田空港や国際教養大学等に近いことから、秋田市内にとどまらず、他の都市

住民との交流も促進し、農園を活用した地域活性化策を推進していきたいと考えている。

　
農園数 区画数 面積(ha) 農園数 区画数 面積(ha) 農園数 区画数 面積(ha) 農園数 区画数 面積(ha)

青森県 13 1,226 12.0 0 0 0 8 404 4.0 21 1,630 16.0
岩手県 8 253 4.6 8 350 2.1 3 28 3.6 19 631 10.3
宮城県 9 298 3.7 3 122 1.1 1 20 0.2 13 440 5.0
秋田県 10 438 4.8 0 0 0 0 0 0 10 438 4.8
山形県 14 575 5.4 2 82 0.6 3 116 0.8 19 773 6.8
福島県 10 690 13.3 1 60 0.4 2 46 0.4 13 796 14.1
東北計 64 3,480 43.8 14 614 4.2 17 614 9.0 95 4,708 57.0

合　　　　　　計農業協同組合地方公共団体 農地所有者ほか

椿台スーパー農園
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５ 農作物鳥獣被害対策の展開
野生鳥獣による農作物被害は、全国的に、特に中山間地域を中心に発生しており、営

農意欲の減退、耕作放棄地の増加、里山の荒廃等を招き、これがさらなる被害を招く悪

循環となっており、地域農業を振興するうえで大きな阻害要因となっている。多くの被

害地域は過疎化、高齢化、狩猟者の減少等により個別の対応では被害軽減に結びつかな

いことから、地域が一体となった被害防止体制の整備が急務となっている。

東北地域における農作物鳥獣被害は20億円前後で推移

平成19年度の東北地域における野生鳥獣による農作物被害は17.4億円で、近年20億円

前後で推移している（表Ⅲ－７ 。）

19年度の鳥獣種別の被害金額上位３種を見ると、鳥類による被害はカラスが3.5億円で

最も多く、次いでスズメが2.4億円、ムクドリが1.1億円であった。獣類による被害はサ

ルが2.9億円で最も多く、次いでネズミが農産物価格の高いおうとう等の被害が多く見ら

れたため2.0億円、シカ（ニホンジカ及びカモシカの合算額）が1.4億円であった。例年

被害上位のイノシシによる被害額は0.9億円であった。

被害対象農作物は、鳥獣種ともに果樹の被害が12.0億円と最も多く、次いで野菜（2.1

億円 、イネ（2.0億円）の順であった（表Ⅲ－８ 。） ）

表Ⅲ－７

東北地域における農作物鳥獣被害の推移

資料：東北農政局農産課調べ。

被害面積（千ha） 被害量（千ｔ） 被害金額（百万円）

鳥類 獣類 計 鳥類 獣類 計 鳥類 獣類 計

15 14.2 2.4 16.6 4.9 7.5 12.4 919.1 764.2 1683.3

16 15.5 2.4 17.9 4.1 8.8 12.9 1094.3 989.8 2084.1

17 12.8 2.9 15.7 3.8 6.2 9.9 921.8 809.1 1730.9

18 10.3 2.9 13.2 3.4 9.7 13.1 1006.2 1106.3 2112.5

19 5.9 2.1 7.9 2.8 7.8 10.6 814.4 929.8 1744.2

年
度
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表Ⅲ－８

東北地域における野生鳥獣による農作物別被害金額（平成19年度）

（単位：万円）

資料：東北農政局農産課調べ 。。
注：小数点以下を四捨五入しているため、計が一致しない場合がある。

鳥類 イネ ムギ類 マメ類 雑穀 果樹 飼料作物 野菜 いも類 工芸作物 その他 合計

スズメ 2,341 0 13 1 21,792 0 13 0 0 0 24,161

カラス 4,342 2 565 0 23,711 341 5,550 59 75 13 34,658

カモ 4,636 0 49 0 12 0 70 0 0 0 4,767

ムクドリ 5 0 0 0 11,382 0 2 0 0 0 11,388

ヒヨドリ 7 0 0 0 4,637 0 26 0 0 0 4,670

ハト 98 11 405 0 34 0 52 0 0 0 599

キジ 2 0 8 0 55 0 61 0 0 0 125

サギ 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178

その他鳥類 10 3 0 0 599 0 1 0 0 282 894

小　計 11,619 16 1,040 1 62,221 341 5,774 59 75 295 81,440

獣類 イネ ムギ類 マメ類 雑穀 果樹 飼料作物 野菜 いも類 工芸作物 その他 合計

ネズミ 357 0 144 0 18,797 0 136 50 40 0 19,523

ウサギ 0 0 1 0 2,128 0 0 0 0 0 2,129

クマ 309 0 1 9 4,607 2,041 2,069 9 0 123 9,170

イノシシ 3,927 0 62 0 448 852 1,221 2,923 0 66 9,498

モグラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

サル 835 0 492 6 19,991 172 5,531 1,298 650 78 29,052

シカ 2,446 4 150 4 483 1,638 1,972 13 5 52 6,767

カモシカ 272 3 594 7 4,500 182 1,819 15 5 30 7,426

タヌキ 25 0 22 2 0 0 514 15 0 80 657

ハクビシン 26 0 18 0 6,628 101 1,723 1 5 7 8,509

アライグマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ヌートリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

マングース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

タイワンリス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

キョン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他獣類 21 0 4 0 0 0 166 3 0 53 247

小　計 8,218 6 1,487 27 57,583 4,986 15,151 4,326 705 489 92,978

合　計 19,837 22 2,527 28 119,804 5,327 20,925 4,385 780 784 174,418



- 157 -

豊かで住みよい農村の振興Ⅲ

平成19年度に鳥獣害防止対策事業を実施

、 、被害地域では 市町村の委託による猟友会の支援を受けて有害鳥獣捕獲を実施したり

電気柵やネット柵等の侵入防止柵を設置するなどして被害の軽減に努めている。

また、近年、電波受発信機や接近警戒システムの活用による野生鳥獣の追い払い、耕

作放棄地の刈り払いや里山の間伐、牛の放牧等による緩衝地帯の整備等の対策も各地で

実施されている。

農林水産省では、19年度に鳥獣害防止対策事業により、被害防止体制の整備や、個体

数調整、被害防除及び生息環境管理等の、地域の主体的な被害防止対策の取組に対して

支援を行った。

市町村を中心に、地域の関係機関が連携し一体となった被害防止体制の整備推進

全国の中山間地域を中心とする被害地域の中には、過疎化、高齢化、狩猟者の減少、

財政難等により、的確かつ効果的な対策を講じるのが困難な地域が多数存在する。

このように全国的に深刻化する被害の状況を受けて、被害対策の抜本強化を図るため

議員立法による「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する

法律（以下「特措法」という 」が平成19年12月14日に成立した。。）

今後は、地域の被害実態を把握しうる市町村が中心となり、地域の農林水産業団体、

猟友会、地域住民等の関係機関と連携し一体となって総合的かつ効果的な被害防止施策

を推進することとしている。

農林水産省においても、特措法の成立に合わせ、20年度に鳥獣害防止総合対策事業を

新設し、地域における被害防止体制の整備や具体的な被害防止対策の取組を支援するこ

ととしている。

　

     事業実施主体：農業団体、協議会

○捕獲の担い手の育成・確保

○有害捕獲機材の整備

　
　 事業実施主体：NPO法人、株式会社等

○周辺地域における意識啓発
○鳥獣害に関心を有する者の募集及
   び研修の実施
○被害防止活動の実施

　
　　　  事業実施主体：広域協議会

○被害防止対策に係る体制の整備、知
　識及び技術の向上
○地域参加型鳥獣害情報マップの作成
○総合的防除技術体系の実証及び確立

捕獲体制整備事業 地域連携ネットワーク事業

広域連携事業
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【特措法の概要】

・総合的かつ効果的な被害防止施策を推進し、農林水産業の発展と農山漁村の振興

に寄与することを目的

・国は、被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するための基本指針を作成

・市町村は基本指針に即して被害防止計画を作成

・国及び都道府県は、市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策が円滑に実

施されるよう、市町村に対し財政支援等を実施
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Ⅳ 農業災害の状況
平成19年は、二つの台風、９月の前線等の影響による被害が発生

19年は、二つの台風、９月15日からの前線や台風第11号から変わった低気圧の影響に

よる被害が発生した。特に台風第９号では、山形県の果樹（西洋なし、リンゴ等）を中

心に大きな被害が発生した。また、９月15日からの前線等による大雨では岩手県、秋田

県の水稲を中心に大きな被害が発生した。

このため、東北農政局では、９月７日に「東北農政局台風９号災害対策本部」を設置

した。さらに同月18日には本対策本部を拡大し 「東北農政局台風９号及び豪雨災害対策、

本部」を設置し、20日、21日には被害の大きかった秋田県内の現地調査を行った 。。

農作物等の被害金額は69億円

19年の農作物等被害金額約69億円のうち台風によるものが約38億円、９月15日からの

前線等に伴う大雨によるものが約24億円とそれぞれ全体の55％、35％を占めている。

作目別にみると、果樹（樹体を含む）の被害が最も多く農作物被害の54％を占めてい

る。次いで水稲の24％となっている（表Ⅳ－１ 。）

表Ⅳ－１

気象災害による主な農作物等被害（平成19年・東北）

（単位：億円）

資料：東北農政局調べ（管内各県農業被害報告による 。）

注：営農施設等被害とは、耕種、園芸、畜産等関係施設被害である。

計 水稲 麦類
雑穀・
豆類

野菜 果樹
工芸
作物

飼料
作物

花き
その
他

家畜等 樹体

被害金額合計 69.1 7.9 61.1 14.9 － 2.9 5.8 27.2 0.9 1.0 1.3 0.5 0.7 6.0

台風 37.8 1.5 36.3 1.9 － 1.5 2.6 23.1 0.0 0.6 0.6 － 0.0 5.9

大雨 23.9 4.6 19.4 13.0 － 1.3 2.4 0.7 0.0 0.4 0.6 0.5 0.4 0.0

農作
物等

営農
施設等

区　分

農作物等被害

農業災害の状況Ⅳ
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農地・農業用施設等の被害金額は97億円

平成19年に発生した災害による農地・農業用施設等の被害額は約97億円であった（表

Ⅳ－２ 。その内、９月の台風９号により約22億円、秋田を中心とした９月15日からの前）

線等による大雨により約53億円の被害がもたらされた（表Ⅳ－３ 。）

表Ⅳ－２

豪雨等による農地・農業用施設等の被害額（平成19年）

（単位：億円）

資料：東北農政局防災課調べ。
注：1) 被害額は農地、農業用施設や海岸保全施設、地すべり防止施設、直轄災害に対するものである。

注：2) 四捨五入のため表の内容と計が一致しない場合がある。

表Ⅳ－３

農地・農業用施設等における主な災害の概要（平成19年・東北）

（単位：箇所、億円）

資料：東北農政局防災課調べ。

被 害 額 割 合 被 害 額 割 合

青 森 県 7.1 7.3 北 海 道 1.4 0.3

岩 手 県 18.9 19.4 東 北 97.3 18.3

宮 城 県 9.0 9.2 関 東 39.4 7.4

秋 田 県 46.9 48.2 北 陸 110.4 20.8

山 形 県 2.2 2.3 東 海 3.7 0.7

福 島 県 13.2 13.6 近 畿 26.6 5.0

計 97.3 100.0 中 四 国 36.6 6.9

九 州 210.7 39.7

沖 縄 5.1 1.0

計 531.1 100.0

区 分 区 分

東

北

全

国

うち農地 う ち 農 業 用 施 設

台風９号 ９月 1,785 22.4 3.8 18.6

９月15日からの前線
等による大雨

９月 1,539 53.3 19.3 34.0

被 害 額
区 分 災害の発生月 災害件数

農業災害の状況Ⅳ
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東北の農山漁村活性化の現状と
これから
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序 章

東北は、我が国の食料基地であるとともに、豊かな自然、伝統文化、人材などの地域

資源を多く有しているが、このような地域資源も実際は活用されていないものが多い。

近年、ＩＴや交通機関の発達により、人・もの・情報等の地域間交流が容易となって

おり、それら地域資源を活用した農山漁村の活性化に向けたさらなる取組が可能となっ

ている。

また、東北を含め、全国の農山漁村は過疎化・高齢化の進行が著しく、活力の低下が

憂慮されている。このような現状を踏まえ、政府全体として、農山漁村の活性化を目指

し「立ち上がる農山漁村」の活動や 「都市と農山漁村の共生・対流」の取組を進めてき、

たが、これを一層推進する観点から、農林水産省においては、農林水産副大臣を本部長

とする農山漁村活性化推進本部を設置し、農山漁村の再生と活性化の取組を推進してい

る。

、 、「 」 、東北農政局では 平成19年１月22日に 東北農政局農山漁村活性化推進本部 を設け

地域からの相談にワンストップで応じるための「東北農政局農山漁村活性化支援窓口」

を開設するとともに、農山漁村活性化懇談会等の開催、農政局管内における農山漁村活

性化にかかる戦略的な情報の受発信、農山漁村活性化にかかる施策の具体化及び推進に

必要な調査・検討を行ってきた。

さらに、19年５月、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する

法律（農山漁村活性化法）が制定された。これにより農山漁村における定住や、農山漁

村と都市との地域間交流を促進させ農山漁村に新たな活力をもたらすとともに、国民全

体が農山漁村の魅力を享受することにつながり、農山漁村の活性化を図るうえで極めて

大きな意義を持つと考えている。

以上のような実態を踏まえ、19年度情勢報告では、東北の農山漁村活性化に関する現

状と管内における農山漁村活性化に向けた取組に対する支援、今後の対応方向について

示すこととする。
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Ⅰ 東北の農山漁村の現状
１ 東北地域の経済、農業の現状
地域経済の現状

地域経済の動向として、地域ブロック別 の域内総生産 を平成８年度と17年度を比べ
*1 *2

ると、近畿、北海道、東北、中国・四国が2.3％から6.5％の幅で減少、関東、中部・北

陸、九州・沖縄が 1.0％から3.8％の幅で増加している。

17年度の東北の域内総生産（名目）は33兆357億円で、８年度から１兆4,730億円、4.3

％減少した。この間、東北の総生産が全国に占める割合は、0.3ポイント低下して6.4％

となった。

県別にみると、減少率に差はあるものの全ての県で減少している（表Ⅰ－１ 。）

表Ⅰ－１

地域ブロック別域内総生産の推移

資料：内閣府「県民経済計算年報」

地域ブロック別都道府県範囲は以下のとおり。*1

域内総生産*2

県内総生産は，県内にある事業所の生産活動によって生み出された生産物の総額から中間投入額，すなわち物

的経費を控除したものであるが、推計方法の制約上、各都道府県の積み上げから域内総生産（全県計・ブロック

計）を求めることができないため、全県計・ブロック計は内閣府で求めている。しかし、内閣府のブロック区分

によれば、東北は「北海道・東北(新潟含む 」に含まれることから、当情勢報告では、＊１のブロック区分に合）

わせて県内総生産の積み上げによりブロック別域内総生産とした （東北、中部・北陸、中国・四国は、東北農。

政局試算値）

地域ブロック
総生産
（兆円）

 構成比（％）
（全国　100）

総生産
（兆円）

 構成比（％）
（全国　100）

北海道 20.7 4.0 19.7 3.8 ▲ 4.7

東北 34.5 6.7 33.0 6.4 ▲ 4.3

中国・四国 44.3 8.6 43.3 8.4 ▲ 2.3

九州・沖縄 47.6 9.2 48.1 9.3 1.0

近畿 86.3 16.7 80.7 15.6 ▲ 6.5

中部・北陸 87.7 17.0 89.2 17.3 1.7

関東 194.7 37.7 202.1 39.2 3.8

全国 515.8 100.0 516.2 100.0 0.1

東北県別 （東北　100） （東北　100）

青森県 4.7 13.5 4.3 12.9 ▲ 8.1

岩手県 4.8 14.0 4.6 13.9 ▲ 4.8

宮城県 8.7 25.3 8.5 25.8 ▲ 2.2

秋田県 4.0 11.6 3.7 11.2 ▲ 7.4

山形県 4.2 12.3 4.1 12.5 ▲ 2.9

福島県 8.1 23.4 7.8 23.7 ▲ 3.1

17年
増減率（％）

（８年～17年）

平成８年

東北の農山漁村活性化の現状とこれから第2部
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農業の現状

東北の総土地面積は約669万haで、全国の国土面積約3,779万haの18％を占め、森林面

積、耕地面積の割合（それぞれ19％）も北海道に次いで２番目に高い。

また、総土地面積に占める森林や耕地の割合をみると、東北は全国に比べて、森林面

積の割合が高い（東北71％、全国67％ （図Ⅰ－１ 。） ）

図Ⅰ－１

総土地面積、森林面積、耕地面積の地域別構成割合と

総土地面積に対する耕地面積、森林面積等構成割合（東北、全国）

資料：国土交通省「全国都道府県市区町村別面積調 （平成18年 、農林水産省「耕地面積統計」」 ）

・ 耕地作付延べ面積統計 （平成18年 、林野庁「森林資源現況 （平成14年3月31日現在）「 」 ） 」

東北は、この広大な耕地と豊かな森林資源を活用し、水産業とともに、我が国の食料

基地として、また木材の供給地として重要な役割を果たしてきた。

図Ⅰ－２

東北の農業産出額、林業産出額、漁業・養殖業生産量（平成18年）

資料：農林水産省「生産農業所得統計 「林業産出額及び生産林業所得 「漁業・養殖業生産統計」」、 」、

16%
13  872億円

東北

農業産出額

（平成18年）

全国

86 321億円

16%
676億円

林業産出額

（平成18年）

全国

4 322億円

17%
100万ｔ

漁業・養殖業

生産量（属人）

（平成18年）

全国

5 74万ｔ

東北の農山漁村活性化の現状とこれから第2部
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東北の農山漁村活性化の現状とこれから第2部

しかし、水稲生産に依存してきた東北の農業生産は、近年、米価格の低下により農業

産出額が減少傾向にあり、平成18年の農業産出額は、関東（１兆8,929億円 、九州・沖）

縄（１兆7,121億円）に次ぐ、１兆3,871億円となっている （表Ⅰ－２、図Ⅰ－３）。

表Ⅰ－２

農業産出額の推移（東北）

資料：農林水産省「農業産出額・生産農業所得統計」

図Ⅰ－３

平成18年農業産出額（地域別）

農林水産省「平成 年生産農業所得統計」資料： 18

うち米 農業産出額 うち米
平成7年   17 509  8 165 100.0 100.0

8年   17 458  8 129 99.7 99.6
9年   16 616  7 515 94.9 92.0

10年   15 568  6 432 88.9 78.8
11年   15 339  6 365 87.6 78.0
12年   14 779  6 095 84.4 74.6
13年   14 521  5 839 82.9 71.5
14年   14 359  5 669 82.0 69.4
15年   14 054  5 605 80.3 68.6
16年   14 170  5 331 80.9 65.3
17年   13 824  5 324 79.0 65.2
18年   13 872  5 094 79.2 62.4

平成7年=100農業産出額（億円）

10 527
12%

13 872
16%

18 929
22%12 704

15%

4 717
5%

8 453
10%

17 121
20% 北海道

東北

関東

中部・北陸

近畿

中国・四国

九州・沖縄

全国

86,321億円
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東北の農山漁村活性化の現状とこれから第2部

２ 農業集落の現状
人口の減少と高齢化の進展

我が国の人口は平成17年以降、長期の減少局面に転じ、平成58年（2046年）には１億

人を割って、昭和40年（1965年）頃と同規模になると推計されている （ 日本の将来推。「

計人口 （平成18年12月推計）国立社会保障・人口問題研究所）」

一方、東北の人口は７年から既に減少に転じており、65歳以上人口割合は全国を上回

る速度で上昇している （図Ⅰ－４）。

図Ⅰ－４

東北の人口の将来推計

資料：総務省「国勢調査結果 、国立社会保障・人口問題研究所『都道府県別将来推計人口 （平成19年５月推計）」 』

さらに、東北の農家戸数・農家人口は既に減少傾向にあり、昭和60年（1985年）から

平成17年（2005年）までの20年間で農家戸数は30％減少するとともに、65歳以上の農家

人口割合は31％と、総人口平均17.2％を大きく上回っている （図Ⅰ－４、５ 。。 ）
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東北の農山漁村活性化の現状とこれから第2部

図Ⅰ－５

農家戸数・農家人口の推移（東北）

資料：農林水産省「農林業センサス」

注：1) 「農家」とは、経営耕地面積が10ａ以上または経営耕地面積がこの規定に達しなくても

農産物販売金額が15万円以上ある世帯。

2) 「販売農家」とは、経営耕地面積が30ａ以上または農産物販売金額が50万円以上の農家。

また、農業集落の活性化の取組状況をみると、平成17年では、10年前に比べて「祭り

の開催 「各種イベントの開催 「伝統文化・芸能の保存」といった活性化の取組もわ」、 」、

ずかながら減少しており、混住化が進むなか、農業集落の共同体機能を維持していくた

めには、非農家を含めた住民同士の相互協力が重要といえる（図Ⅰ－６ 。）

このように、農村地域の現状は、農業の停滞や過疎化・高齢化の進展等による活力の

低下が懸念されている。

図Ⅰ－６

活性化のための活動別農業集落数割合（東北・平成17年）

資料：農林水産省「2005年農林業センサス（農村集落調査 」）
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東北の農山漁村活性化の現状とこれから第2部

農業集落の現状

他方、東北の農業集落 は、73.7％が豪雪地帯に指定されている（図Ⅰ－７ 。また、
*3

）

（ 、 ）、全国に比べて都市的地域に分類される農業集落数割合が低く 全国21.8％ 東北11.2％

（ 、 ）（ ）。平地農業地域に分類される農業集落数割合が高い 全国26.5％ 東北36.3％ 図Ⅰ－８

東北の平地農業地域は、水田の割合が高く、稲作中心の農業経営が行われてきたが、

米価が低迷している中、農業収入が減少しており、豪雪地帯に指定されているような冬

期間の営農が難しい地理的条件を抱えている地域においては、冬期間の所得確保が重要

な課題となっている。

図Ⅰ－７

法制上の地域指定に該当している農業集落数割合

資料：農林水産省「2005年農林業センサス（農山村地域調査 」）

図Ⅰ－８

農業地域類型別農業集落数割合

資料：農林水産省「2005年農林業センサス（農山村地域調査 」）
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注： 都市的地域… 可住地に占めるＤＩＤ面積が５％以上で、人口密度500人以上又は、ＤＩＤ人口２万人以

上の市町村。

可住地に占める宅地等率が60％以上で、人口密度500人以上の市町村。ただし、林野率80

％以上のものは除く。

ＤＩＤ… 人口集中地区。人口密度約4,000人／k㎡以上の国勢調査基本単位区がいくつか隣接し、

合わせて5,000人以上を有する地区をいう。

平地農業地域… 耕地率20％以上かつ林野率50％未満の市町村。ただし、傾斜20分の1以上の田と傾斜８度以

上の畑の合計面積が90％以上のものを除く。

耕地率20％以上かつ林野率50％以上で、傾斜20分の1以上の田と傾斜８度以上の畑の合計面

積が10％未満の市町村。

中間農業地域… 耕地率が20％未満で 「都市的地域」及び「山間農業地域」以外の市町村。、

耕地率が20％以上で 「都市的地域」及び「平地農業地域」以外の市町村。、

山間農業地域… 林野率80％以上かつ耕地率10％未満の市町村。

このように、農村地域の現状は、過疎化・高齢化の進展や農業生産の停滞など、地域

の活力が失われつつあり、豊かな自然、伝統文化など東北に潜在している地域資源を活

用した農山漁村の活性化が重要である。
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３ 農山漁村をとりまく情勢
農山漁村への関心の高まり

農山漁村において過疎化や高齢化が進む一方 「都市と農山漁村の共生・対流に関する、

世論調査」によれば、都市住民、とりわけ、50代、60代を中心に農山漁村と都市との二

地域居住や、定住への強い関心を持っている（図Ⅰ－９、10 。）

図Ⅰ－９

農山漁村地域への定住の願望がある（全国、都市住民）

資料：内閣府「都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査 （平成18年２月）」

注：1) 農山漁村地域に定住してみたいという願望がありますか。の問に「ある 、」

「どちらかというとある」と答えたものが対象。

2) 都市住民975人が回答。

図Ⅰー10

二地域での居住をしたい（全国、都市住民）

資料：内閣府「都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査 （平成18年２月）」

注：1) 平日は都市部で生活し、週末は農山漁村で生活するといった二地域での居住をしてみたい

という願望はありますか。の問に「ある 「どちらかというとある」と答えたものが対象。」、

2) 都市住民975人が回答。
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、 、このような都市住民の意向を踏まえれば 定住や二地域居住に向けた条件整備を行い

Ｉ・Ｕターンの促進や交流人口等の拡大を図るなど農山漁村の持つ伝統文化や豊かな自

然・景観、農産物等の地域資源をうまく活用して交流人口の拡大を図ることは、農山漁

村の経済活性化という面からも重要である。

インフラ整備の進展

東北はこれまで、新幹線や東北縦貫自動車道など首都圏とのアクセス向上に向けた高

速交通の整備が進められてたが、近年、横断道など地方都市間を短時間で結ぶ高速交通

体系の整備が進めれている。このことにより分散している地域を結ぶ域内アクセスが充

実し、生活環境が改善されると共に、広域からの観光集客性の向上などの経済的な効果

も期待されている（表Ⅰ－３ 。）

表Ⅰー３

道路整備に伴う効果（東北）

資料：国土交通省東北地方整備局

「 」 、 。注：1) 高速ＩＣ60分圏内市町村カバー率 とは 高規格幹線道路のＩＣから60分で到達可能な市町村の割合

「 」 、 （ ） 、2) 主要都市90分圏内市町村カバー率 とは 市町村から最寄主要都市 人口20万人以上の９都市 まで

自動車専用道路等を利用して90分で到達可能な市町村の割合

*「９都市」とは、青森市、八戸市、盛岡市、仙台市、秋田市、山形市、福島市、郡山市、いわき市

3) 「生活圏中心都市30分圏内市町村カバー率」とは、市町村から高度の買物ができる商店街、専門医をも

つ病院、高等学校等の施設を有する最寄の人口１万人以上の都市（53都市）まで、道路を利用して30分で

到達可能な市町村の割合

また、分散する地域のネットワーク化に欠かせない高速インターネット を利用するた
*8

めの手段として高速・大容量の光ファイバー網、ケーブルテレビ網などの情報通信網整

備が進められており、ブロードバンド・インターネット契約は東北の総世帯数の４割ま

で普及している（図Ⅰ－11 。）
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図Ⅰ－11

情報通信基盤の整備状況（東北）

（ブロードバンド・インターネット契約数・世帯普及率）

資料：東北総合通信局

高速道路網や情報基盤等のインフラ整備の改善や、農山漁村への都市住民の関心の高

まりなどにより「人・もの・情報」の交流機会が増大し、産地直売やグリーンツーリズ

ムなど農林水産物等地域資源を活用した農山漁村の活性化のチャンスが拡がっている。
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Ⅱ 地域資源を活用した農山漁村活性化の取組
･･････････････････････････････１ 地域資源の活用状況

地方経済の活力低下が懸念される一方、農山漁村の豊かな地域資源を十分に活かし、

。自らの創意工夫と努力により活性化を図っている地域が東北にもたくさん存在している

地域資源の活用状況

農業集落の地域資源の活用状況として、農林業センサス結果から自然系資源や農産物

などの特産品などの地域資源 を活用した施設の状況をみると、産地直売所や農林業の体
*5

験施設などがある農業集落は、約2,000集落（全体に占める割合11.8％）にのぼり、産地

、 （ ）。直売所や森林レクリエーション施設等 年間5,000万人以上が利用している 図Ⅱ－１

図Ⅱー１

地域資源を活用した施設及び利用者数（東北・平成17年）

資料：農林水産省「2005年農林業センサス（農山村地域調査 」）

注： 「産地直売所」とは、生産者が自ら生産した農産物（加工品を含む ）を生産者又は生産者のグループが、。

定期的に地域内外の消費者と直接対面で販売するために開設した場所又は施設をいう。なお、市区町村、農協

等が開設した施設や道の駅に併設された施設を利用するもの、並びに果実等の時季に限って開設されるものは

含むが、無人施設や自動車等による移動販売は除く。
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また、全体の28.6％に当たる5,034集落において、産地直送や農林業体験学習の受入れ

など、地域資源を活用した交流事業 に取り組まれている（図Ⅱ－２ 。
*6

）

図Ⅱー２

東北地域の農業集落における地域資源を活用した交流事業の取組状況

資料：農林水産省「2005年農林業センサス（農山村地域調査 」）
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２ 多様な農林水産物を核とした活性化の取組
農林水産物等地域資源を活用した産地直売、加工品の開発・生産、販売促進等の取組

＜事例１＞

規格外のつくねいもをスナック菓子に［青森県・五所川原市］

五所川原市に本社がある津軽鉄道株式会社では、平成20年２

月から、同市特産の「つくねいも（やまのいもの一種 」の規格）

外品を使用したスナック菓子「津軽鉄道発 つくねいもチップ

ス」を発売した。

原料となる「つくねいも」は、ＪＡごしょがわら市から規格

外品を購入している。同ＪＡは、12年から転作作物として、収

益性の高いつくねいもの栽培に取り組み、産地化・ブランド化

を目指しているが、いびつな形状をしていることから規格外品も多く、この規格外品の有効

活用を図ったもの。

製造は、弘前市の菓子製造会社「アップルアンドスナック」が、気圧を低くした装置内に

おいて油で揚げる「減圧フライ」という製法で行っている。気圧を低くすることで水の沸点

を下げ、つくねいもを焦がさずに揚げることが可能となり、サクサクとした歯ごたえととも

につくねいも独特の食感が味わえるという利点がある。

同製品は１袋50グラム入りで、パッケージには津軽鉄道の象徴でもある「ストーブ列車」

が描かれてある。20年は１万５千袋の製造を行ったが、新たな販売契約が整えば増産も予定

している。

また、販売は津軽鉄道本社の他、津軽五所川原、金木、津軽中里の３駅で行われている。

同製品によってつくねいも自体の評価が高まり、産地化・ブランド化の一層の推進が期待

されるとともに、売上増による同社の収益増も期待されている

＜事例２＞

山ぶどうで地域振興を［岩手県・一関市］

（ ） 、 。 、一関市 東磐井地方 は中山間地が多く 遊休農地の増加が問題となっていた そのため

山間地という立地で、しかも高齢者でも容易に栽培管理ができる「山ぶどう」栽培に着目、

耕作放棄地の解消と地域振興を図っている。

平成12年に中山間地域等直接支払制度への参加を契機に設立された「大原山ぶどうの会」

は、県オリジナル品種の涼実紫（すずみむらさき）を植栽、収穫された山ぶどうを加工し、

山ぶどう原液ジュースの商品化（ 徳林 ）や、菓子、アイスクリームなどの試作品作りにも「 」

取り組んだ。

19年３月には、同ぶどうの会、同市室根町の太田川ぶどう生産組合、同市東山町の生産者

で 「一関地方山ぶどう振興協議会」を発足させて、山ぶどうによる地域の産業振興と活性化、

を図っている。

山ぶどうは、高齢者でも比較的容易に栽培できることから栽培面積の増加が見込まれ、ま

た、肥培管理をしていく段階で人の手を加えることにより、農薬等の使用を抑え、より自然

つくねいもチップスのパッケージ
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に近い状態で収穫されることから、今後、安心・安全の面から学校給食等に利用してもらう

よう関係機関に働きかけていくこととしている。

また、ふるさとの味として贈答用に販売することを計画している。

＜事例３＞

地場産品の魅力満載！パンフレットを発行しＰＲに一役［宮城県・栗原市］

若柳金成商工会では、地域総合振興事業（※）の一環として、平成11年の資源調査事業を

始めとして、特産品の開発や販路拡大事業等に継続して取り組んできた。今回 「食」にテー、

マを定めて、特産品の魅力をさらに高め、販路の拡大を図ろうと、平成19年２月に宮城大学

食産業学部教授ら18人からなる「特産品開発事業等運営委員会」を設立して検討を重ね、19

年４月に管内の地場産品を紹介するパンフレット「うめぇがすと （Ａ４版・４ページ）を発」

行した。

「うめぇがすと」は「おいしいですよ」という意味の方言で、数ある地場産品のうち、り

んご、もち、しいたけをはじめとして、日本酒、みそ、漬物、ジャム等の農産加工品を含む2

0種類が紹介されているほか、生産者の連絡先と顔写真、さらに商品に対する「店主のこだわ

り」が掲載されている。発行部数は１万部で、県内各地方振興事務所、栗原市各総合支所、

県内各商工会のほか東京都の「みやぎふるさとプラザ」に設置した。

パンフレットの裏面には、管内地図の他、運営委員が創作した伊豆沼、内沼を題材にした

物語とイラストが掲載されていることもあり、きれいで見やすいと消費者からも評判になっ

ている。

今後は、パンフレットの発行を機に、今回紹介できなかった商品も含めてブランド化を視

野にいれた「こだわりの一品」の育成を目指していくほか、年末には「ふるさと宅急便（仮

称 」と銘打った米、もち、りんごやみそ等地場産品のパック商品を計画し、販路の拡大を目）

指していくこととしている。さらに、イラスト入りの買物袋を作成する予定にしており、積

極的に消費者にＰＲしていきたいとしている。

※地域総合振興事業…地域振興の横断的・一体的な推進に資するため、宮城県地方振興事務

所が自主的に取り組む事業。
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＜事例４＞

地域の活性化、第一弾「わかさぎスナック」発売［秋田県・潟上市］

潟上市は八郎潟残存湖の湖畔に位置し、古くからわかさぎ等

の佃煮製造が盛んに行われている。わかさぎはカルシウムやタ

ンパク質、マグネシウム、ナトリウム等栄養が豊富であり、同

市の昭和飯田川商工会では八郎潟産のわかさぎを県内外に売り

込み、地域の活性化につなげげたいとわかさぎを使った新商品

の開発を始めた。

同商工会では、秋田県佃煮組合の協力を得ながら、平成18年

４月から開発を始め、地域資源∞全国展開プロジェクト（中小企業庁「小規模事業者新事業

全国展開支援事業 ）より800万円の補助金を受けてケーキやパン等総計12種類の試作品を完」

成させた。

19年度は秋田県の県地域活性化事業より300万円の補助金を受け、スナック感覚で食べられ

るようにわかさぎに小麦粉をまぶして揚げた「揚げわかさぎ」とわかさぎを素揚げし黒糖で

コーティングした「黒糖わかさぎ」の２種類の試作品を商品化させ、販売を開始した。

ＰＲ活動として、まず19年２月に開催された「東京ギフトショー・全国ふるさと見本市」

に参加し企業に試食用の商品を送ったり、東急電鉄の協力を得て駅の構内10か所の売店で、

秋田弁で書かれたわかさぎのＰＲチラシを添付し販売してもらう等商品のＰＲを行った。

「揚げわかさぎ 「黒糖わかさぎ」は秋田県佃煮組合で製造し販売している。また、汎用性」

に優れた「わかさぎ粉末」を開発しており、20年より販売を予定している。

＜事例５＞

特産品化を目指し果樹の廃材を利用した器づくり［山形県・上山市］

上山市では 「元気で、住みやすく、やさしい」まちづくりを、

目指して、平成13年から市民グループ「上山まちづくり塾 （鈴」

木正芳代表）を発足させ、これまでも「食用ホオズキによる町

おこし」など様々なイベントや交流会などを実践している。

、同塾は大分県由布院市のまちづくりメンバーとの交流の中で

地元の材料を使った木工芸品による地場産業づくりの取組を知

り、全国でも有数の果樹産地である山形に豊富に存在する、さ

くらんぼ、ラ・フランス、うめ、すももなど果樹のせん定枝や間伐材などの廃材を利用し、

地場産業振興と農業の活性化を図りたいと考えた。

18年８月に、鈴木代表ら同塾のメンバーやその支援者５人で工房「くだものうつわ」を立

ち上げ、湯布院市で活動する木工デザイナーの時松氏から直接指導を受けながら商品化を目

指した。19年２月の同市主催「食の祭典」での試作品展示や、11月に開催された「市総合産

業まつり」での試作品販売が好評だったことから、20年２月から本格的販売に踏み切ること

になった。

この取組は、各種イベントでの展示によりマスコミ等からも取材を受けるなど注目されて

黒糖と白ごまの黒糖わかさぎ

作成された器
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おり、市内の旅館などからもすでに注文が入ってきている。また、友好都市ドイツ・ドナウ

エッシング市に学生訪問団が訪れた際には、記念品として贈呈するなど、少しずつ認知度が

高まっていく手応えを感じている。上山市では、今後、農家から廃材を買い取って製品に加

工、販売する体制を確立し、全国的にも珍しい果樹の廃材を利用した器を上山の特産品とし

て地場産業に発展させていきたいと期待している。

＜事例６＞

「カリカリ甘梅漬」で地域を活性化［福島県・いわき市］

ＪＡいわき市女性部高萩支部では 「軒先から商品を生む」の、

アイデアのもと、各農家にある散在の梅を使用して地域の特産

品を作り販売することで、地域農業の活性化を図っている。

これまで未収穫や少量のため商品価値がなかった梅を商品化し

ようと昭和60年頃から、ＪＡいわき市女性部高萩支部の部員数

名が様々な方法で漬け込み地域内で販売していた。しかし、各

商品にバラツキがあり思うような普及効果が見られなかった。

そこで、統一した味と食感にするため、市内の小川町振興協議会や地場産品振興専門委員会

の支援を受け平成７年から加工器具の導入や製造技術の研究を行い、地域の特産品「カリカ

リ甘梅漬」を販売した。原料の梅とシソは、地元（小川地区）で収穫したものを使用してお

り、果形や粒の大きさなどの規格を栽培農家に徹底させ、規格内のものを全量購入する契約

を結んでいる。また、高齢者が収穫作業を行う際は、部員たちが手伝うなど質の高い原料の

確保に努めている。収穫した梅は、一粒づつ手作業で種を取り除き、着色料は使用せず、シ

ソと砂糖を加え、防腐剤の代わりにリキュールで漬け込むなど、独特の風味とカリカリ感を

出している。この他にも 「ソフトタイプの甘梅漬」や「塩梅漬」も販売するなど、新たな商、

品開発を行いさらなる活性化に取り組んでいる。

それまで、自家用として収穫するためあまり管理されていなかった梅だが、この活動によ

って栽培農家の生産意欲が向上し栽培面積を増やすなど、地域の農業振興に寄与している。

また、当初は一部の部員で製造を行っていたが、生産量が増加したことで部員全員が製造・

販売に携わり、これまで以上に部員達の交流が増えたことや、安定した商品供給ができるこ

とで、地域の活性化につながっている。19年７月現在の生産量（約３千㎏)を維持しながら、

高品質な商品提供を行い、県内外にいわき市の特産品としてアピールし、さらなる地域の活

性化に貢献していきたい。

「カリカリ甘梅漬」
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３ 自然環境や伝統文化などを核とした取組
グリーン・ツーリズム等都市と農山漁村の交流の取組

＜事例１＞

今年は田んぼに北斎の巨大絵が彩る［青森県・田舎館村］

田舎館村では、五穀豊穣の願いを込めるとともに、同村を県

「 」内外にＰＲするために田んぼに水稲で絵を描く 田んぼアート

に取り組んでいる。

田んぼアートは、同村むらおこし推進協議会が稲作体験ツア

ーの一環として実施しているもの。同ツアーは今年で15回目と

なり、19年は５月27日に田植えを行った。これまでもモナリザ

や浮世絵、風神・雷神といった難しい題材を取り上げ作成してきたが、19年は、江戸後期の

浮世絵師葛飾北斎の 富嶽 ふがく 三十六景 の中から 神奈川沖浪裏 と 凱風快晴 赤「 （ ） 」 「 」 「 （

富士 」に挑戦した。１万５千㎡の広大な水田をキャンバスに、古代品種の紫稲と黄稲、紅都）

（べにみやこ 、県産米つがるロマンを使用し、４色の稲を精密に植え込み、北斎画を浮かび）

上がらせる。

稲作体験ツアーは年々参加者が増加し、18年は700人の参加者が県内外から集まり、村のＰ

Ｒに大きく貢献している。また 「田んぼアート」の見学者も年々増加し、17年は約13万人、、

18年は約20万人が見学に訪れた。

19年の稲刈りは９月30日に開催したが、県内外から多くの参加者が集まり、農作業の体験

を通じて広域交流の場として参加者に好評であった。

＜事例２＞

「軽トラック市」で町の中心商店街と地域農業を活性化［岩手県・雫石町］

しずくいし軽トラック市実行委員会(雫石商工会内)では、雫

石商店街よしゃれ通りで 「軽トラック市」を開催（毎年６～11、

月の各月第１日曜日、平成19年７月は第２日曜日)している。

この軽トラック市はＴＭＯ(町づくり機関）構想の一環として、

中心市街地の活性化を検討する中から生まれたもので、同実行

委員会が17年から開催している。

軽トラック市は、町内外の農家やフリーマーケット参加者(参

加料は軽トラック１台に付き千円を支払い、販売物は原則として自由。軽トラックのレンタ

ルも可能)が、新鮮な野菜や果物、加工品、雑貨、衣類などの商品を持ち寄り、そのまま軽ト

ラックの荷台に並べて販売するという市で、開催日には480メートルの通りに約50台(うちフ

リーマーケットが５割、農家２～３割)の軽トラックが集合する。参加者の中には青森県や秋

田県といった隣県からの参加や屋台(ラーメン、たいやき、たこやき、やきとり)なども出店

される。

田んぼアート

大勢の人で賑わう軽トラ市




